
 第 110回 労働政策審議会障害者雇用分科会 議事次第 

 

１ 日時 
 

令和３年 10月 12日（火） 14:00～16:00 

 

２ 場所 
 

  オンラインによる開催（厚生労働省 職業安定局第１・２会議室） 

 
 

３ 議題 

 

（１）関係団体からのヒアリング 

   ・株式会社研進 

   ・特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク 

   ・全国社会就労センター協議会 

   ・全国就労移行支援事業所連絡協議会 

   ・NPO法人就労継続支援 A型事業所全国協議会 

（２）その他 
 

４ 資料 
 

資料１－１ 株式会社研進 提出資料 

資料１－２ 特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク 提出資料 

資料１－３ 全国社会就労センター協議会 提出資料 

資料１－４ 全国就労移行支援事業所連絡協議会 提出資料 

資料１－５ NPO法人就労継続支援 A型事業所全国協議会 提出資料 

 

参考資料１ 労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿 

参考資料２ 今後の検討に向けた論点整理 
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２０２１年１０月５日 

厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課 御中 

 

「在宅就業障害者支援制度」の見直しについて 

（労働政策審議会障害者雇用分科会ヒアリング資料） 

 

 

株式会社 研 進（在宅就業支援団体） 

代表取締役 出縄貴史 

 

 障害者雇用促進法における「在宅就業障害者支援制度」は、法定雇用率を規定する障害者

雇用納付金制度の中に、企業等における直接雇用に加えて、障害者や福祉施設等への発注奨

励策として導入された画期的な制度です。労働施策でありながら福祉的就労分野にも焦点を

当てた貴重な施策と言えます。低迷する福祉的就労の底上げを図り、直接雇用以外の多様な

働き方について選択肢を拡大することも期待できるポテンシャルを秘めています。 

 本制度は創設から 15 年が経過しますが、残念ながら十分に活用されていないのが実情で

す。本制度の活用と普及を願い、拙著「よくわかる在宅就業障害者支援制度の活用と事例～

『みなし雇用』のすすめ」（2019年 8月発行、日本法令）を出版し、本制度に係わる問題と

要改善点についても整理しました。同書（P.180～189）をご参照願えれば幸いですが、特に、

重要と思われる諸点につき、改めて下記致します。 

 

記 

 

１．制度の名称変更 

   「在宅」という文言は削除する。自宅での在宅勤務以外に、福祉施設や「施設外就労

（企業内就労）」においても広く活用出来ることを考慮すべきである。 

 

   例：障害者就労促進発注制度、障害者優先発注奨励制度 

 

２．特例調整金・特例報奨金の増額 

   現行の特例調整金は、障害者への年間支払工賃 35万円につき 21,000円で、支払工賃

の 6％に過ぎない。（特例報奨金：年間支払工賃 35万円につき 17,000円で約 4.9％） 

   法定雇用率を満たさない場合、課徴される納付金（月額 5万円、年間 60万円）と相

殺が認められるが、納付金との対比で特例調整金・特例報奨金は低過ぎて、企業にとっ

てのインセンテフィブとして不十分である。下記事例による試算によれば、3～5倍（年

間支払工賃の 18～30％）の水準に増額して然るべきである。 
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   例：Ｈ社の 2019 年度特例調整金は 2,373,000 円で、納付金（一人当たり年間 60 万

円）で換算すると 3.96人分にしかならない。同社からの発注により、Ｂ型 131人

に 3,956万円の工賃が支払われている。3,956万円を最低賃金（時給 1,000円）で

試算した年収 200万円で除して換算すると 19.8人分、福利厚生費を考慮し年収 300

万円で計算しても 13.2 人の雇用に相当する。その貢献の大きさに比して特例調整

金はあまりに低過ぎる。本試算から検証すると、特例調整金は 3～5 倍に引き上げ

ないとバランスがとれない。 

     更に、Ｈ社から受注した業務により、Ａ型 11人に 2,180万円の賃金が支払われ

ているが、Ａ型は、本制度の対象外とされている。発注企業の評価に繋がらず不公

平となっており問題である。下記４．の改善案参照。 

 

３．業務契約の形態を拡大 ～ 売買契約も対象とする ～ 

   発注企業と在宅就業支援団体（福祉施設等）との間で締結する物品製造等に係る業務

契約について、現在、委託（請負）契約を前提としており、福祉施設等における自主製

品を購入利用する売買契約等は認められていない。 

   （本制度導入直後は、自主製品の購入も基礎数値への算入が認められていたが、中途

から対象外との指導が為され現在に至っている） 

   官公需の優先発注を定める障害者優先調達推進法においては、委託（請負）や売買を

問わず、役務の提供や自主製品の購入利用を含めて対象としている。本制度を、障害者

優先調達法の民需版と位置付けるべきで、売買契約を含めて対象とすべきである。 

 

４．Ａ型（雇用型）への発注への対応 ～ 調整金・報奨金との選択制 ～ 

   現行制度は、雇用関係にあるＡ型事業所への発注は対象外とされる。Ａ型の場合、調

整金・報奨金は、Ａ型事業者（雇用主）に支給されるため、発注企業に別途特例調整金・

特例報奨金は支給されない。 

   発注企業からの仕事のお陰でＡ型での「雇用」が創出されているのに、発注企業に対

する社会的評価は為されず、何らの経済的メリットも生ぜず公平性も欠いている。Ａ型

を縮小しＢ型へシフトするという真逆のインセンティブともなりかねない。 

 Ａ型事業者／発注企業との間での合意を前提に、両者で特例調整金と調整金を選択し

分担可能として、Ｂ型との整合性及び公平性を担保するよう改める。 

 

５．在宅就業支援団体の事務ロード支援策 

   在宅就業支援団体の事務ロード（発注証明書作成等）に係わる支援策を導入すべきで 

ある。本制度が普及しない理由の一つに、在宅就業支援団体の負担を軽減する施策の欠

如が挙げられる。 

   「福祉」と「労働」の連携の重要性が指摘されて久しいが、例えば、福祉制度上の自

立支援給付費において同団体への経費支援を行なえば、インセンティブを喚起すること
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となる。（福祉サービスを提供していない「在宅就業支援団体」もあるので、その点も

配慮して、経費支援に際して不公平にならないよう留意する必要がある。） 

 

６．「みなし雇用制度」の導入    

本制度の普及・活性化の決め手は、一定の条件の下に「発注」の場合も発注企業の法  

定雇用率に加算する「みなし雇用制度」に発展させることである。 

   現在でも、法定雇用率を満たさない場合に、納付金と特例調整金との相殺が認められ、 

  間接的ではあるが「みなし雇用」の効果は一部享受できることとなっている。これを、 

  より積極的、直接的な制度に改めることによる効果は絶大であると確信する。 

   現在、特例調整金・特例報奨金も障害者雇用納付金制度と同じ財源で運営され、申請

用紙も企業の ①直接雇用 と ②発注ベースの場合とが同一書式で併記されている。 

   ②の「発注」ベースの場合も、合理的な係数（例えば、年間支払工賃を最低賃金で計

算した年収で除した数値）で雇用人数に換算し、当該発注企業の法定雇用率に加算する

ことが考えられる。 

一定の雇用率（例えば、2.3％）までは①の直接雇用を義務付け、それを超える部分に

ついて②の「発注」ベースを認める二段階方式が合理的と思われる。 

 

・・・・・・ 

障害特性や職業能力は多様であり、全てを直接雇用で吸収することは障害者本人は勿

論、企業にとっても困難で不幸な結果をもたらすと思います。直接雇用に固執すること

による「雇用のミスマッチ」を回避し、福祉的就労の底上げを通じて一般就労の拡充に

繋げる視点が重要です。「良質な仕事」を提供して工賃水準を引き上げ、障害基礎年金と

合わせて自立可能な福祉的就労を実現することが理想です。「良質な仕事」の提供を促す

上で、本制度の活性化は大きな力となります。 

一律に「福祉から雇用へ」というスローガンは非現実的であり、多様な働き方が選択

可能な社会を目指すべきと考えます。ディ－セントワーク（Decent Work：働き甲斐のあ

る人間らしい仕事）の実現に向け、法定雇用率という数値目標と合わせ「質」をより重

視した制度・施策の構築が求められています。「在宅就業障害者支援制度」の見直しが、

障害者雇用・就労対策の拡充に繋がることを期待しています。  

以上 

 



令和 3年 10月 12日 

障害者雇用分科会にかかる意見書 

 

特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク 

代表理事  酒井 京子 

日頃より障害者雇用及び就労支援の推進にご高配を賜り、御礼申し上げます。 

障害者雇用分科会において示された論点について、当法人としての意見を取りまとめましたので、以

下の通りご報告いたします。 

 

○ 法定雇用率の引き上げに関する検討について 

・雇用率の引き上げにより雇用が拡大し、これまで就労をあきらめてきた障害者が就労に挑戦できる環

境が整ってきたことは評価できる一方、雇用率達成に重きがおかれ、障害者雇用促進法の社会連帯の

理念が忘れ去られ、雇用すること自体が目的となる傾向が強くなっている。雇用率制度は、雇用の人

数だけでなく雇用の中味についても評価する段階にきている。雇用状況報告において雇用管理の質に

関するチェック項目を付加することを検討していただきたい。 

 

〇 雇用率制度における就労継続支援 A型事業所の利用者の評価について 

・Ａ型事業所の役割については改めて明確にする必要がある。A型事業所は一般企業ではなく福祉サー

ビス事業所であることから、利用者数を算定式から除外してはどうか。福祉サービス事業所として一

般労働市場では就労がより困難な人を受け入れ、それに見合った報酬が支払われるべきと考える。 

 

〇精神障害者に関する雇用率のカウントについて 

・短時間労働者に関するカウントの特例措置は、就労機会の拡大と初期定着において有効であることが

確認されており、ウィズコロナの雇用環境が引き続き見込まれる現状では、企業の柔軟な雇用管理

（休職・復職対応を含む）にも資することから、令和 5年度以降も継続すべきである。 

・３年間の時限措置であることが短時間から通常勤務への段階的な移行を後押ししている一方で、３年

経過後も短時間勤務を希望せざるを得ない者について、カウント減を理由に企業が雇用継続を躊躇す

る可能性も考えられるため、特例措置満了時の実態動向を調査・検証していただきたい。 

 

〇 短時間勤務について 

 身体障害の中には体調や病状、障害の状態により週 20時間以上の勤務ができない人もおり、カウン

トの対象とすべきではないか。 

 

○ 対象障害者の範囲について 

・現行の雇用率制度においては手帳所持者が対象であることを前提とした上で、医療的に働きづらさを

抱えながらも制度から漏れている人たちの雇用に企業が積極的に取り組めるような追加の仕組みや措

置を別途検討していただきたい。 

・特に進行性の若年認知症は、診断が確定した時点では対応が手遅れになってしまうケースが多いた

め、企業の雇用努力を推奨し下支えする何らかの対策が必要である。 
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○ 中高年齢層、長期継続雇用の評価について 

・企業の長期継続雇用に対する努力工夫は評価に値するものの、雇用率カウントの上積み付与について

は、単なる雇用延長が主目的になりかねないといった懸念もあり、雇用の質を担保するという観点か

ら、現時点では不要と考える。 

 

○ 除外率制度について 

・法改正により廃止されることになったものの経過措置として維持されているが、廃止に向けた取組み

を進めるべきである。 

 

○ 雇用の質の向上について 

・障害者雇用率の達成のみを追い求める企業を対象とした所謂「障害者雇用ビジネス」が横行する現状を

鑑み、雇用管理の質に関するチェック項目を検討する際、障害者雇用促進法の理念に基づき、真に障害

者が活躍できる職場環境であることを前提とすべきである。 

・国は障害者雇用において最低限担保されるべき環境について一定の見解を示すべきである。 

 

○ 中小企業における障害者雇用の促進について 

・もにす認定制度によって雇用率（人数）以外の評価指標が明示されたことは、障害者雇用のあるべき姿

を目指していく第一歩である。制度の効果が限定的にならないように、評価・報奨の在り方を引き続き

検証し、障害者雇用のすそ野が拡がっていくような運用を図っていただきたい。例えば選定にあたって

は障害者就業・生活支援センターがハブ型の機能として身近な地域の中から認定に相応しい事業所を

推薦し、認定された企業活動を広く地域に紹介し、地域住民が障害者雇用に興味関心をもってもらえる

ようにしてはどうか。 

 

〇 就労定着支援について 

就労後の雇用管理の主体はあくまでも事業主であるが、採用時に障害者就業・生活支援センターの支

援を前提とした採用も散見される。まずは事業主が他の障害のない従業員と同様の雇用管理の意識を

もてるような取り組みが大事である。また、雇用後のキャリアパスについて職業能力開発をさらに活用

し、在職者訓練の充実を図るべきではないか。 

 

〇 アフターコロナにおけるテレワークへの対応について 

  感染拡大防止のための在宅勤務や ICT を活用したテレワークのニーズが増えているが、障害のある

人への対応についてノウハウがなく導入を躊躇している事業所に対し、在宅就業支援団体がノウハウ

を提供し、アドバイスできるような仕組みが考えられないか。 

 

○ 公務部門における障害者雇用の促進について 

・都道府県や自治体レベルにおいては、今なお地域間・組織間に格差が散見されるため、当法人が受託し

ている「国の機関の職員に対する障害者の職場適応支援者養成セミナー」に相当する統一的な職員研修

を、地方自治体においても実施することが必要ではないか。 

以 上 
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令和３年 10 月 12 日 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

全国社会就労センター協議会   

会 長  阿由葉  寛   

労働政策審議会・障害者雇用分科会 団体ヒアリングに対する意見

１．障害者雇用に対する本会の基本的姿勢 

 本会では、障害のある方を特定の働く場に固定することが無いように、一般就労が可能な

障害者には“一般就労に向けた支援”を提供するとともに、一般就労が困難な障害者には

就労継続支援Ａ型事業（以下、「Ａ型事業」）等の“福祉的就労における働く支援”を提

供することを基本としています。 

 福祉的就労の一つであるＡ型事業は、障害者総合支援法に規定されている障害福祉サービ

スであるとともに、利用者と雇用契約を締結した上で働く機会を提供する場です。以上よ

り、Ａ型事業は“福祉”と“雇用”が融合した、それぞれの利点を兼ね備えた事業です。 

 また、Ａ型事業所と雇用契約を締結した障害者（以下、「Ａ型利用者（雇用）」）の位置

づけは、平成19年の労働基準局長通知※で明記されているとおり、労働基準法第９条の

「労働者」です。 

※ 平成19年５月17日付『障害者自立支援法に基づく就労継続支援により作業を行う障害者に対

する労働基準法の適用等について』（労働基準局長通知） 

２.論点に対する意見 

１．雇用率制度の在り方について 

【意見趣旨】 

  現行の雇用率制度を見直し、「新たな障害者就労支援策」（仮称）の創設を検討して

ください。 

「新たな障害者就労支援策」（仮称）とは… 

 企業が就労継続支援事業所や生保・社会事業授産施設等への発注を行ったことを前提と

して、以下のパターンを想定しています（※実雇用率が法定雇用率を下回った場合）。

〔パターン①〕発注額に応じて、納付金を減額する。

〔パターン②〕実雇用率への特例的な算定（「みなし雇用」）を可能とする。

なお、「新たな障害者就労支援策」（仮称）の創設にあたっては、法定雇用率を引き

上げるとともに、①納付金減額の上限、②「みなし雇用」の上限を定めてください。 

併せて、法定雇用率を超過した企業（「新たな障害者就労支援策」（仮称）の対象企

業を含む）へのインセンティブとなる仕組み（例．在宅就業障害者支援制度のより活用

しやすい仕組みへの見直し等）を検討してください。 
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〇 雇用率制度における就労継続支援Ａ型事業所の利用者の評価について 

【意見趣旨】 

「法定雇用率の算定式」や「調整金・報奨金・納付金」の対象からＡ型利用者（雇

用）を除外することに反対です。 

〔意見出しの視点〕 

 Ａ型利用者（雇用）は労働基準局長通知（平成19年５月17日付）において「労働基準法

第９条の『労働者』」と明記されています。障害者雇用促進法では障害者である労働者

について規定されており、「法定雇用率の算定式」や「調整金・報奨金・納付金」の対

象から、Ａ型利用者（雇用）を除外することは労働基準局長通知の内容と矛盾すると考

えます。 

 また、「法定雇用率の算定式」からＡ型利用者（雇用）を除外した場合、働きたいと考

えている障害者全体の実態が掴めなくなる懸念があります。 

〇 対象障害者の範囲について

【意見趣旨】 

障害者手帳の有無によらず、“働きづらさを抱える方”が一般企業等への就職で不利

にならない仕組みの検討が必要です。

〔意見出しの視点〕 

 現行の雇用率制度は障害者手帳を有する方のみが対象となっていることから、障害者手

帳を持たない“働きづらさを抱える方”※の一般企業等への就職において、マイナスの

影響が出ているため、実雇用率に算定できる仕組みの検討が必要と考えます。 

※ 精神通院医療を受けている方や難病患者、就労移行支援事業や就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業

を利用されている方の中にも、障害者手帳を持たない“働きづらさを抱える方”がいます。

〇 中高年齢層等、長期継続雇用の評価について

【意見趣旨】 

加齢や状態変化等の影響で働き方を見直す必要がある場合、企業等の都合で安易に福

祉的就労（Ａ型事業、Ｂ型事業）への移行が行われないように、計画相談支援事業所等

の関係機関と連携する等の仕組みづくりが必要です。 

〔意見出しの視点〕 

 本年４月に高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会の確保が努力義務とさ

れています。これを踏まえると、一義的な雇用責任は企業側にあるため、企業等の都合

による福祉的就労への安易な移行が行われないことが重要です。 



２．納付金制度の在り方について 

〇 大企業及び就労継続支援Ａ型事業所に対する障害者雇用調整金の在り方 

【意見趣旨】 

障害福祉サービス等報酬（自立支援給付費）はサービス利用に対する対価、障害者雇 

用調整金は雇用維持にかかる支給のため、両者は区別されていると考えます。 

一方で、障害者雇用調整金・報奨金が障害者を雇用する企業の経済的負担を公平に負 

担するという観点に立ち、調整金に支給限度額を設定する方向性も理解できます。 

〔意見出しの趣旨〕 

 平成29年３月30日付『指定就労継続支援Ａ型における適正な運営に向けた指定基準の見

直し等に関する取扱い及び様式例について』（障害福祉課長通知）において、Ａ型利用

者（雇用）の賃金支払いは原則生産活動収支で完結することが明記されています。この

通知を踏まえると、自立支援給付費は障害のある方がＡ型事業所のサービスを利用した

ことに対する対価と考えられます。 

 一方で、障害者雇用調整金は、障害者を雇用することで追加的に発生する特別費用を補

填することを目的に支給されるため、サービス利用の対価である自立支援給付費とは目

的が異なるものと整理ができます。 



2021年 10月 12日 

労働政策審議会障害者雇用分科会 

分科会長 山川 隆一 様 

全国就労移行支援事業所連絡協議会 

会長 酒井大介 

障害者雇用施策に係る関係団体ヒアリング資料（意見書） 

 昨年から、猛威を振るっている新型コロナウイルスにより社会全体が甚大な被害を受ける中、同様に障
害者雇用に関しても大きな影響がありました。ICTの活用を始め、多様な対策が取られてきていますが雇
用状況の回復と改善には、まだ時間がかかることと思われます。そのような状況下で、「障害者雇用・福
祉施策の連携強化に関する検討会」が開催されるなど、労働・福祉の連携を強固にし、障害者雇用の促進
に向けて具体的な検討が進んできていることは、大変意義のあることだと考えます。 
 改正障害者雇用促進法においては、より障害者雇用を促進するために、引き続き検討と改善が必要な事
項がありますので、以下の点をご検討頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。 

記 

１．障害者雇用の理念について 

〇 近年、障害者雇用の代行サービスが増加しています。農園やサテライトオフィスに障害者を集め、本

来雇用する企業に代わり障害者に職場や業務を提供する仕組みです。企業の経済活動からほど遠い業

務での雇用となっているケースも散見されます。これは法定雇用率を達成することのみを追求した手

法であり、この障害者雇用の在り方が法律に抵触しないから良しとすることには抵抗があります。近

年、多くの自治体入札制度で障害者雇用率を評価ポイントとする方法が用いられており、このような手

法での雇用率達成が公的に評価されることは遺憾に思います。 

〇 また、代行サービスの増加は、本来私たちが目指している共生社会からかけ離れた社会を助長するこ

とになってしまうのではないかと危惧しています。配慮や個別性への取り組みがその意図に反して分

断を生まないようにするためにも、安易な代行サービスに流れないよう、障害者雇用の理念や目的につ

いて条文に入れることを検討していただきたいと考えています。 

〇 上記のような雇用形態への対応も含めて、これまでの数だけでなく質も求める障害者雇用施策への

転換が望まれます。 

２．多様な働き方や中小企業への対応について 

〇 週 20 時間未満の障害者を雇用する事業主に対して特例給付金が新設されましたが、週 10 時間未満

の超短時間就労におけるカウント方法や給付金のあり方については、引き続き検討が必要だと考えま

す。障害者雇用の体力が少ない中小企業にとって、短時間で障害者雇用に取り組める枠組みは雇用促進

に一定の効果が期待できるのではないでしょうか。引き続き、どのような枠組みが必要かを検討頂きた

いと思っています。 

〇 一方、中小企業での障害者雇用については、納付金の対象を常用雇用労働者 300人超から平成 22年

に 200人超へ、平成 27年に 100人超に引き下げたことで一定の促進がみられています。企業の体力も

勘案し納付金額については 100 人超と同額にするか議論する必要はありますが、法定雇用率と連動し

て 100 人以下を納付金対象とすることが原則であり、中小企業への支援強化と併せてさらに対象範囲

の引き下げを検討する価値があると思われます。 

３．就労継続支援 A 型事業所について 

KKNXW
テキスト ボックス
資料１－４



〇 就労継続支援 A型事業所の雇用義務制度の適用対象についての是非が議論されていますが、すでに 7

万人もの方が A 型を利用されており重要な雇用の場となっています。令和 3 年度の報酬改定ではスコ

ア化の導入や、新たな就労アセスメントについても検討が始まっていることから、事業所の質の向上及

び利用者の適切な利用促進も期待しているところです。A型利用者の多くはハローワークの職業紹介に

よること、雇用保険や労災にも加入していることから十分な労働者性を有していると考えられるため、

引き続き雇用率算定における分子の数への計上を継続すべきだと思います。 

〇 一方、制度創設時には専ら社会福祉事業を運営する主体が想定されていたと思われますが、多様な事

業主体による A 型の設置が多くを占めるようになりました。特例子会社をもつ企業グループのグルー

プ適用や、グループ算定の制度における A 型利用者の扱いについては、一般企業や特例子会社での雇

用が安易に A 型での雇用に置き換わらないよう、再整理や見直しのタイミングにきていると思われま

す。 

４．除外率制度の縮小廃止について 

○ 除外率制度に関しては、2002 年度にノーマライゼーションの理念から段階的に縮小して廃止すると

取り決められたに関わらず、段階的縮小が２回行われたのみで、前回の縮小から 11年近く経とうとし

ています。前回の障害者雇用促進法改正の付帯決議にて「除外率制度の廃止に向けて、労働政策審議会

において遅滞なく検討すること」とされていることも踏まえて即刻廃止を求めたいところですが、性急

な廃止は当該事業主にとって過度な負担となり、障害者雇用の意欲を損なう恐れがあることから、除外

率制度縮小のタイミングや全廃の時期を早急に明示いただくよう希望します。 

５．職場適用援助者（ジョブコーチ）制度の運用と就労支援に関わる人材育成について 

○ 障害福祉サービス事業である就労定着支援事業については、令和 3年 3月 30日の障害福祉課長通知

により改めて「企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整や就労に伴う環境変化により

生じた日常生活又は社会活動上の課題解決等に向けて必要な支援を行う障害福祉サービス」と趣旨が

記載され、改めて就業に伴う生活面の支援を主体とすることが示されました。就業面の支援については

他の関係機関と連携することにも言及されていることから、現在認められていない職場適応支援（ジョ

ブコーチ事業）との並行利用が可能となる仕組みを整えていただきたいと考えます。 

○ ジョブコーチ制度については、地域で十分に活用されていない状況です。就労支援において職場適応

期間のジョブコーチ支援は、その後の定着率向上や課題発生時のスムーズな対応には不可欠なもので

あり、活用しているケースではその効果が実証されています。それにも関わらず導入が進まない理由や

課題の分析が必要だと考えています。また、支援の質の担保や専門性を備えた人材を確保するために、

ジョブコーチの資格化についても議論を前進させてほしいと希望します。 

○ さらには障害者雇用に係る支援者の質の担保と人材確保においては、地域で適切な支援を実践する

人材の育成や処遇改善を目的に、公的資格制度の創設や障害者職業センターにおける職業カウンセラ

ーの所属組織に限定する枠組みの見直し（オープン化）などを検討していただきたいと考えています。

高等教育機関での養成や実務経験を認めるなど、障害者就業・生活支援センター（ナカポツ）や就労支

援機関に従事する職員の資格取得が可能となるのではないかと思われます。 

〇 また、人材育成や就労支援力の強化に向けては、ナカポツのハブ化と合わせて各都道府県に設置され

ている障害者職業センターが、各々の地域での就労支援機関の連携強化に向けてコーディネート機能

の役割を担うことが必要と思われます。 

６．新たな就労アセスメントについて 

○ 新たな就労アセスメントが議論されていますが、福祉側だけでなくハローワークに訪れる求職者に



対し適切なアセスメントが実施されるよう、雇用側のアセスメントの強化についても法令に書き込む

など確実なものとなるよう具体的に検討してください。 

以上 



労働政策審議会障害者雇用分科会ヒアリング 

2021.10.12 

NPO法人就労継続支援 A型事業所全国協議会 

（全 Aネット） 

久保寺一男 

 

多くの仲間から、A型事業所を閉めて B型にしようという誘惑に負けそうになるとよく言われます。 

そのような時、労働者として働いてもらえるよう、継続して良き A型をめざそうと励ますことにしています。 

A型の成果と課題について、全 Aネットが協力し２０１９年３月報告書を発刊した『障害者のディーセント・

ワーク実現に向けて求められる施策のあり方に関する調査研究―就労継続支援Ａ型事業利用者へのヒ

アリング調査を通して―』を、課題の克服も含め、A型事業所のあるべき一つの姿であると考えます。 

 

≪A型事業の成果≫ 

○ 健康上の理由などで、一般企業では就労が困難な多くの精神障害者などに雇用契約のもとで、過

度の負荷のかからない労働条件を提供している。またやりがいのある仕事を提供してきた。 

○ 障害基礎年金や家族からの支援だけでは、地域での生活が困難であった障害のある人が、事業所

で賃金を得ることで、自活できるようにした。 

○ 事業所で賃金を得ながら就労経験をすることで、一般就労へのチャレンジにつながっている。 

○ 企業等での就労が難しい人や、疾患からの回復途上でＢ型事業所や生活介護事業所で働く障害の

ある人に対して、雇用契約のもとで働ける就労の場の選択肢を提供している。 

≪A型事業の課題≫～課題を克服できることが良き A型であると考えています。 

○ 週 30 時間未満で就労している障害のある人が少なくない。その結果、時給では最低賃金が保障さ

れても、月額賃金は低い。その週 30 時間未満の就労が、利用者本人の事情（健康等）によるの

か、あるいは事業所の事情によるのかは、必ずしも明らかではない。 

○ ニーズにあった多様な仕事（作業）の確保が困難なことから、仕事（作業）の選択肢やキャリアアッ

プの機会が限られている。 

○ 人的体制などで良質の仕事（作業）の安定確保ができないことや、経営基盤が脆弱なため、最低賃

金以上の賃金を支給することが困難な事業所が少なくない。 

○ 短時間労働による収入だけで、年金などない場合には、自活できないため、40歳代、50歳代になっ

ても親との同居生活を継続せざるをえず、親亡き後の住まいや生活に不安を抱えている。 

一方、高齢の親の生計維持や介護等のため、一人暮らし（自立生活）ができない人もいる。 

○ 収入が少なく、住まいの確保もできないため、一人住まいも、結婚もできない人も少なくないこと。 

 一人暮らしやグループホームでの生活を支える支援が十分整備されていないこと。 

A型の最大の成果は、障害特性上、短時間や週当たりの日数が少なくとも、就労という形で、精神障害

者が社会に参加できたことと考えています。 
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今回の検討会での A型の在り方の課題について 

○生産活動の収支を黒字にすることを求められることと、一般就労を促進させることを求められることは

矛盾していないだろうか？ 一般就労の成果を上げている事業所には、収支の制限を緩やかにするな

ど、制度上の整合性が必要であると考えます。 

○一人一人の障害者の就労支援は、適切なアセスメント・モリタリングに基づいて、第三者機関が絡んで

支援内容が決まり、それに基づいてサービス事業所が決まるような制度が、まずは必要ではないでしょ

うか。  

○前身である福祉工場制度を引き継いだ A型事業制度は、制度ができた時期と比較し、一般就労への

移行が進んできたことを考えれば、福祉事業である A型事業の利用者は、配慮された環境でより重度

の障害者、または本人の希望のケースに限定されるべきであると考えます。 

【A型利用の障害者の許容されるケース】 

①特に精神面で、本人が緩やかな労働環境のもとで働くことを望み、客観的にも妥当と判断され場合 

②職業能力が一般就労のレベルまでなく、引き続き訓練を必要とする場合 

③職業能力はあるものの、生活面の自立ができてなく、支援を受けながら生活面・精神面の自立をは

かる必要がある場合 

 

雇用率制度の在り方について 

○現在の制度では、A型事業所の多くは小規模事業所であるため、直接、雇用率にはそれほど関係はし

ません。 しかし大規模社会福祉法人やグループ特例を適用されている企業は、雇用率に換算されない

と A型事業を運営している理由がなくなる可能性が高いと思われます。 

○一方、A型事業の場合、福祉財源である給付費が支出されています。したがって、労働政策上の事業

所のメリットは一定程度の制限があっても仕方ないと考えます。しかし、利用者の労働者としての権利

は保障されるべきであります。 

 

納付金制度の在り方について 

○障害者雇用調整金は、現在 A型事業に適用されています。 調整金・報奨金については雇用維持のた

め、福祉財源である給付費が支出されていることと切り離して考えるべきだとの考えもあります。比較的

大規模の事業所では、設備投資などの貴重な財源としている事業所も多くあります。 雇用率と同様

に、調整金がなくなると、運営のメリットがなくなり、事業を転換されるところも出てくるかもしれません。 

したがって、もし A型を調整金の対象から外すならば、かわりに、後で示す「民間企業からの発注促進

策」などの支援策を強く要望いたします。 

○また、少なくとも報奨金に関しては、受給している事業所は小規模事業所が多く、貴重な運営費になっ

ていることを考えると継続すべきと考えます。 

 

 



民間企業からの発注促進策についての提案について 

○障害者優先調達法は国等の福祉事業所への発注促進策であり、民間企業からの福祉事業所への発

注促進策はありません。現在、在宅就業障害者支援制度のみがあるだけです。法の中に、民間企業か

らの発注促進策についても位置づけていただきたい。 

○「障害者みなし雇用研究会」報告書を令和 2年 3月に公表しました。名称を「障害者就労促進発注制

度」（提案）とし、障害者の多様な働き方を目指すために、民間企業から福祉事業所への発注枠につい

て、雇用率には換算しないが、納付金制度の中での計算に含めるというものです。 

○今回、全 Aネットとして、上記「障害者みなし雇用研究会」報告書の一部を修正し、新しい提案といたし

ました。   

今回の検討会では、障害者の一般就労への促進が強調されています。一般就労への促進をするた

めにも、受け入れる企業側にも環境づくりが必要と考えました。 

  雇用率適用企業の範囲ではあるけれども、納付金適用企業の範囲でない 43.5人～100人未満の企

業に、納付金の適用とすべきと考えます。 各企業には期限付きとし、直接雇用と期限付きの間接雇用

（みなし雇用）をバランスよく実施すべきと考えます。 

また必要以上に、企業に直接雇用のみを求めることは、雇用率ビジネスの横行をゆるしてしまうだけ

であり、障害者雇用促進法の趣旨が形骸化してしまうだけと考えます。 

 

以上 
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参考資料１ 



 

今後の検討に向けた論点整理 

 

１．雇用率制度の在り方について 

① 法定雇用率の引上げに関する検討について 

・ 今後の雇用率見直し時において、法定雇用率を計算式の結果に基づき設定した上で、

企業の障害者雇用状況や行政の支援状況等を勘案して、障害者雇用の質を確保する観

点から必要と考えられる場合に、当該法定雇用率までの引上げを段階的に行うように

運用することとし、その場合の具体的な引上げ幅や引上げ時期について当分科会で議

論することが適当である。 

・ 計算式の分子（雇用されている障害者）における就労継続支援Ａ型事業所の雇用者

の評価や、精神障害者の短時間労働者に係る雇用率のカウント（暫定措置として１カ

ウントとして算定）の取扱い等に係る論点が挙げられている。 

 

② 雇用率制度における就労継続支援Ａ型事業所の利用者の評価について【備考：雇用福

祉連携 PT】 

・ 障害者雇用率の設定のための計算式における就労継続支援Ａ型事業所の利用者の取

扱いをどうすべきか。 

 

③ 精神障害者に関する雇用率のカウントについて【備考：JEED調査】 

・ 精神障害者については令和４年度末まで短時間労働者について１カウントとされて

いるが、この特例について令和５年度以降どのようにするか。 

・ 身体・知的障害者と異なり「重度」といった取扱いがない精神障害者について、等

級に応じて、雇用率制度におけるカウントを上積みする等は考えられるか。また、そ

の他の評価の方法はあるか。 

 

④ 対象障害者の範囲について【備考：JEED調査】 

◇ 手帳を所持しない者の取扱いについて 

・ 精神通院医療の自立支援医療受給者証や指定難病の医療受給者証の交付者等の取

扱いをどう考えるか。 

・ 手帳不所持者について、就労困難性を客観的に評価することについてどう考える

か。 

・ 諸外国の状況も踏まえ、どのように考えるか。 

◇ 短時間勤務者の取扱いについて 

・ 短時間勤務者については特例給付金制度を創設したところ、週 20 時間未満の短

時間勤務者の取扱いについて、更にどのように考えるか。 

 

⑤ 中高年齢層等、長期継続雇用の評価について 

・ 中高年齢層等の長期継続雇用されている障害者についての雇用率制度におけるカウ

ントを上積みする等は考えられるか。また、雇用率におけるカウントのほか、評価の

方法はあるか。 

参考資料２ 



・ 高齢者の活躍の促進や定着の促進、あるいは加齢による体力の低下等に応じた配慮

を行う観点も踏まえつつ、企業における中高年齢層の障害者の適切なアセスメントと

キャリア形成についてどのように考えるか。 

 

⑥ 除外率制度について【備考：JEED調査】 

・ 除外率設定業種における障害者雇用の進展状況等を踏まえ、除外率の廃止又は縮小

についてどう考えるか。 

 

 

２．納付金制度の在り方について 

① 中小企業に対する障害者雇用調整金及び障害者納付金制度の適用範囲の拡大について 

・ 障害者雇用調整金及び障害者納付金制度は 100人超の企業に適用されているが、こ

れを拡大すべきかどうか。 

・ 拡大する場合、範囲はどうするか。納付金の額の猶予等は必要か。中小企業におけ

る障害者の受入れ体制の整備や、支援機関等の中小企業に対する支援体制をどのよう

に考えるか。 

 

② 大企業及び就労継続支援Ａ型事業所に対する障害者雇用調整金の在り方 

・ 現行、多数の障害者を雇用している企業に上限なく調整金が支出されているが、経

済的負担を調整するという制度の趣旨の観点からどう考えるか。支給上限額等の設定

は考えられるか。 

・ 障害者雇用調整金の支給に当たっては一般企業における雇用者か就労継続支援Ａ型

事業所における雇用者かの区別はしていないが、就労継続支援Ａ型事業所の取扱いを

どう考えるか。障害福祉サービスの報酬との関係をどう考えるか。 

 

③ 障害者雇用納付金財政の調整機能について 

・ 給付金制度の財政運営の安定化に向け、障害者雇用調整金の支出についてどう考え

るか。単年度収支が赤字になった場合に赤字額の程度に応じて翌年度以降の調整金の

額を減額させる仕組み等の導入についてどう考えるか。 

 

 

３．その他 

① 雇用の質の向上について 

・ 雇用におけるソーシャルインクルージョンの促進についてどのように考えるか。 

・ 障害者が働きがいをもてる環境設定についてどのように考えるか。 

・ 合理的配慮の促進や、障害者のキャリア形成についてどのように考えるか。（再掲） 

 

② 自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保について【備考：雇用福祉連携 PT】 

・ 通勤等に困難を抱える障害者や、就労施設等における障害者の就業機会の確保のた

めのさらなる支援の在り方をどう考えるか。 



・ 障害者雇用率制度が直接雇用を基本としていることや、一般就労への移行を促進す

ることが重要であることを踏まえつつ、支援の方法をどのように考えるか。 

・ 一般雇用への転換を進めるとともに、通勤等に困難を抱える障害者の就業機会を確

保するため、在宅就業障害者支援制度について、施設外就労の形で業務を発注する場

合の在宅就業障害者特例調整金等の額の上乗せや、施設外就労の場合等には算定基礎

を発注額とすること、一般雇用への転換に積極的な在宅就業支援団体に対する助成措

置の創設等の見直しは考えられるか。 

 

③ 障害者の就労支援全体の在るべき（目指すべき）姿、地域の就労支援機関の連携の強

化について【備考：雇用福祉連携 PT】 

・ 就労能力や適性を客観的に評価し、可視化していく手法についてどのように考える

か。 

・ 就労支援機関の役割関係が不明確であったり、支援内容に重複感はないか。これを

踏まえ、就労支援機関の在り方や専門的な支援人材の役割をどのように整理するか。 

・ 福祉・雇用にまたがった支援を行う専門的な人材の在り方及び育成についてどう考

えるか。 

 

④ 教育との連携、雇用・年金・福祉等の諸制度間の連携について【備考：雇用福祉連携

PT】 

・ 諸制度間の連携を図り、資源を組み合わせて有効活用していくようなシームレスな

支援についてどのように考えていくか。 

・ 特別支援学校等から就労への支援の方策をどう考えるか。 

・ 高等教育段階の学生の就労支援をどのように考えるか。 

・ 在職者の能力開発やオンラインによる訓練を含め、人材開発施策との連携をどのよ

うに考えるか。 

・ 障害を有する者の勤労・就労意欲が増進し、また、減退しないことを主眼に置いた

上で、制度間の連続性をどのように確保するか。 

 

⑤ 通勤支援、職場における支援の検討について【備考：雇用福祉連携 PT】 

・ 本年 10 月から実施する雇用施策と福祉施策の連携による新たな連携による取組の

実施状況を踏まえ、今後の重度身体障害者等に対する通勤支援や職場等の支援の在り

方についてどう考えるか。 

・ 障害の程度にかかわらず、職場介助者や手話通訳者の派遣等を含めた職場等におけ

る支援の在り方についてどのように考えるか。 

 

⑥ 中小企業における障害者雇用の促進について 

・ 認定制度を更に発展させていくための方策についてどのように考えるか。 

・ 採用段階における適切なマッチングや、環境整備に対する支援についてどのように

考えるか。 

・ 事業協同組合等算定特例のより効果的な在り方についてどのように考えるか。 



・ 中小企業に対する障害者雇用調整金及び障害者納付金制度の適用範囲の拡大につい

てどのように考えるか。（再掲） 

・ フルタイムの労働者を新たに雇用する分の業務量が見つからないとしている中小企

業や、実際に採用して共に働くイメージが十分につかめていない中小企業の観点から、

短時間勤務者の取扱いについてどのように考えるか。（再掲） 

 

⑦ 多様な就労ニーズへの対応について【備考：雇用福祉連携 PT】 

・ 医療面や生活面の支援が必要な重度障害や、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、

難病のある方、高齢障害者についても就労支援ニーズが増大する中で、障害者就労を

支える人材その他資源が質・量ともに限定的であることについてどう考えるか。 

・ 障害者について、これまで就職や職場定着に重点が置かれてきたところ、中長期的

なキャリア形成のニーズが増大していることについてどう考えるか。 

・ 在宅就労・テレワーク・短時間勤務や雇用以外の働き方等の多様な働き方のニーズ

が増大していることについてどう考えるか。 

・ 技術革新の進展や新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインの就労支援・

訓練や業務創出・テレワーク等のニーズが増大していることについてどう考えるか。 

 

⑧ 差別禁止及び合理的配慮の提供の実施状況の把握について【備考：JEED調査】 

・ 差別禁止及び合理的配慮の提供の実施状況はどうなっているか。 

・ 実施状況を踏まえて更なる実施を進めるためどのような方策をとるべきか。 

 

⑨ 短時間勤務制度の措置の検討について【備考：JEED調査】 

・ 合理的配慮としての短時間勤務の措置がどのようになされており、どのような効果

をあげているか。 

・ 上記を踏まえ、短時間勤務についてどのように対応すべきか。 

 

⑩ 公務部門における障害者雇用の促進について 

・ 公務部門における障害者雇用の質を高めていく方策をどのように考えるか。 

・ 教育委員会を含む地方公共団体における障害者雇用をより一層進めていくための方

策をどのように考えるか。 

 

 

 


